
 

（仮称）浜田市協働のまちづくり推進条例（案） 

に対する意見と浜田市の考え方 

（三隅自治区地域協議会） 

No ご意見の概要 浜田市の考え方 

条文及び逐条解説 

1 前文の 5 段落にある「私たちの願いで

ある・・・」の「私たち」とは誰のこと

を指しているのか。 

市民全体を指しています。 

2 前文の語句の修正について 

3 段落の「必要です」は、すべての人が

対象であれば、「なくてはならない」の意

味を持つ「必要」は適切ではない。 

「市民との関係をもう一度見つめなお

し」という表現は曖昧。 

これは自治区制度に代わる制度なの

で、「地域の特性を生かしたまちづくりを

推進する」という文言が必要。 

「浜田那賀方式自治区制度」は、他例

から引用・選択したのではなく、前例も

ないので『採用し、・・・』は誤り。 

「すべての人が一体となった持続可能

で元気な浜田」が正しい。 

ご意見を参考に、今後検討させていた

だきます。 

3 前文の最後、「この条例を制定します。」

とあるが、宣言するのであれば、条例の

正式名称を記載した方がよいのでは。 

そういった表現が可能かを含めて検討

させていただきます。 

4 前文の最後、「参画してもらう」とある

が、「市がお願いして参画してもらう」と

捉えられるので、違う表現がよい。 

（回答していないが修正） 

5 第 2 条第 1 項各号で「定義」に選ばれ

た語に基準は。 

定義については、読む人によって認識

が異なる語句や、条例の中で特に主張し

た語句について定義しています。 

6 最終案（答申）で「市民参画」がなく

なっている理由は。 

「市民参画」は第 11 条、第 12 条のみ

で使用し、条文で説明されているため、

定義は不要ではという考えから削除して

います。 

7 第 2 条（3）「市民等」に「地区まちづ

くり推進委員会」を入れるべき。 

「市民等」に「まちづくり活動団体」

を、「まちづくり活動団体」に「地区まち

づくり推進委員会」を含めています。 

8 第 2 条（6）「まちづくり活動団体」の

「地区まちづくり推進委員会その他の」

は削除してください。 

検討委員会での、まちづくり活動団体

の中心は地区まちづくり推進委員会であ

るという意見から、規定したものです。 



 

9 第 2 条（1）の条文からは「まちづくり

活動団体」が削除されているが、逐条解

説に残っている。 

条文に併せて修正します。 

10 

 

第 2 条（1）の定義に「土地、建物を所

有する者」を追加してください。 

様々な考え方があるので、いただいた

意見を参考に検討します。 

11 「市民等」の定義に高等教育機関が規

定されていないが、高等教育機関は含ま

れていないという解釈でよいか。 

基本理念の逐条解説の中では、主体に

高等教育機関が位置づけられており、条

文と合っていないのでは。 

含めるべきかどうかについて、検討さ

せていただきます。 

12 第 3 条、逐条解説中「主体（市民、ま

ちづくり活動団体、事業者・・・」は、

主体（市民等、市、大学、専門学校など）

の方が適切です。 

ご指摘のとおり修正します。 

13 第 6 条第 5 項「人的、技術的及び財政

的支援等」とあるが、具体的には何をい

うのか。  

人的については、まちづくりコーディ

ネーターやコミュニティセンターの職員

体制の充実、技術的については、市が持

つノウハウの提供、財政的については、

まちづくり総合交付金や中山間地域振興

枠などについて想定しています。 

14 市職員も地域活動に積極的に参画する

ことの意識付けになる。 

いただいたご意見と同じ考えをもって

規定しています。 

15 第 6 条第 1 項は、「・・・参画すること

ができるよう、関係者相互間の意見を調

整するとともに、必要とする情報を積極

的に提供するものとする」とすべき。  

すべての意見の調整が、市だけの役割

とは言い難いため、文言の追加について

は慎重に考えさせていただきます。 

16 第 6 条第 5 項について、まちづくり計

画書を作成する必要が生じてくると思う

が、市職員の育成等を行うためにも、支

援制度を活かし、一緒になって計画書の

作成に努めていただきたい。 

これまでも、まちづくり計画の作成に

あたっては、担当職員など市職員も関わ

ってきました。今後も、職員も一緒にな

って、計画書の作成に努めてまいります。 

17 第 6 条第 1 項(5)「市は、地域の個性に

配慮したうえで、まちづくりの推進に必

要となる・・・」と修正して欲しい。 

修正する方向で検討します。 

18 条例中に「事業者」の記載があります

が、事業者に対し説明や協議等は行った

のか。事業者は、このことについて理解・

認識しているのか。 

検討委員会には商工会議所や商工会か

ら推薦いただき、委員として検討いただ

いています。今後は商工会議所や商工会

へもこちらから働きかけを行い、広報、



 

説明会などにより条例の周知を図ってい

きます。 

19 第 9 条、事業者・教育機関との連携に

ついて、それぞれ協働のまちづくりを進

めるうえで重要なことだと思うが、方策

が曖昧ではないか。 

  

条例では、協働のまちづくりを「市民」

「まちづくり活動団体」「事業者」等と一

緒に進めていくという「理念」の規定に

留めています。具体的な方策については、

総合振興計画等に揚げて取組むこととし

ています。 

20 第 9 条第 1 項で事業者に対し「推進に

努めるものとする」となっているが、第 2

項の高等教育機関に対しては「寄与する

よう努めるものとする。」となっている。

意味の違いがあるか。 

事業者は、市民等の定義に位置付けて

いるように自主的にまちづくりを推進す

る立場としており、高等教育機関は、第 3

者的な立場として関与していただくに留

めるべきではとの判断から分けていま

す。 

21 第 9 条の事業者及び高等教育機関との

連携は、市民及び市が行うことであって、

主語が「事業者は、…」「高等教育機関は、

…」となるのは誤りではないか。 

事業者や学校等も自主的にまちづくり

参加していただきたい思いからこのよう

な表現となっていますが、条のタイトル

とのバランスも考え、持ち帰って検討さ

せていただきます。 

22 第 9 条について、「寄与するようにしな

さい」とあり、寄与すれば連携しますと

いように捉えられる。市民等や市から連

携を持ちかける表現が相応しい。 

ご意見を踏まえ、持ち帰って検討しま

す。 

23 第 12条の市民参画の方法について、（3）

説明会とあるが、一方的な説明会だけで

は不十分で、実際に意見を聞く公聴会の

方が適切。「説明会」という表現では、説

明だけで終わることができる。 

説明会についても基本的には意見を聞

く場であると考えています。 

24 第 12 条第 1 項 「・・・の方法のうち

効果的な手段を講じ」を「・・・の方法

のうち効果的な手段を最大限講じ」に修

正すべき。効果的でなければ、何もしな

いように受け取られる。 

すべてを最大限に実施するのではな

く、民意を把握するための効果的な手法

を講じることとしています。表現につい

ては、持ち帰って検討します。 

25 第 12 条第 2 項について、答申ではあっ

たものが何故なくなったのか。 

市の情報公開条例で同じ規定があるた

め、重なる部分については削除させてい

ただいています。 

26 第 12 条第 2 項について、この条例でも

示してもらった方がわかりやすい。 

例規のルールがあるので、削除してい

るが、ご意見については検討させていた

だきます。 



 

27 第 12 条の逐条解説に、削除された「第

2 項」という記載がある。 

 第 2 項の検討にあわせて見直します。 

28 第 15 条について、目次は「所掌事務」

となっており、条文では「所掌事項」と

なっている。 

「所掌事項」が正しいので、修正しま

す。 

29 第 18 条の逐条解説に「これまで同様」

とある。運営規則の規定に従ってという

事だと思うが、現在の規則の内容が変わ

る予定なのか。 

基本的には、現在の「浜田市地域協議

会運営規則」の内容を踏襲する予定です。 

30 最下段の逐条解説「浜田市地域協議会

運営規則の規定より」に「運営規則の規

定により」とした方が適切。 

修正させていただきます。 

31 地域協議会は、市の提案において「住

民自治」と「団体自治」の接点となる役

割を担うことが想定されている。 

委員は地元の地域、自治会、集落等を

代表した者が就任しており、いわば市民

の声を市長に届ける組織であるため、そ

の存在は地域にとって必要なもので、一

定の権限を付与するべき。 

市長はこの市民の声に対してはっきり

答えなければならず、「地域協議会の意見

を尊重する」という文言は条文に明記す

べき。明記を拒むことは、この条例・制

度を形骸化させたい気持ちの現れ。 

条例には市や市民等の役割が規定され

ており、条例に規定されている限り市は

これを遵守する。 

尊重することは当然のこととの意味か

ら外しております。 

明記が必要ではないかとのご意見です

ので、明記する方向で検討します。 

32 第 14 条の逐条解説には、地域協議会で

の協議内容や意見を尊重すると明記され

ている。また、来年 4 月からは地域協議

会が一定の役割を果たさなければならな

い。そうした時に、地域協議会に権限ら

しきものが与えられないまま、そのよう

な任につけというのはおかしい。 

逐条解説にある、尊重するという意向

を条文に書き加えるべき。 

33 三隅の地域協議会としては、住民自治

と団体自治との接点である自治区長は残

してもらいたいと言ってきた。 

その中で、その責を地域協議会に担う

こととしているのであれば、地域協議会



 

が住民自治と団体自治との接点となる。 

その重みをきちんと理解して条文に尊

重する旨を加えてもらいたい。 

34 第 15 条（2）答申では「一体的なまち

づくりに関する事項」だったものが、「ま

ちづくりに関する事項」に見直されてい

るが、この点については答申を尊重すべ

き。 

※ 「新たな住民主体のまちづくりにつ

いて」の中に、「一体的なまちづくり

を目指します」と記載している。 

「まちづくりに関する事項」という規

定を入れるに当たり、「一体的な」という

語句で限定的な表現にするのはどうかと

いう議論の中で、「まちづくりに関する事

項」ということで、幅広く規定しておい

た方がよいのではないかという意見か

ら、見直しを行ったものです。 

ご指摘いただいた内容について、言葉

の重要性を考慮し、取り扱いについては

検討させていただきます。 

35 まちづくり活動団体の定義には、地区

まちづくり推進委員会とその他のまちづ

くり活動団体とある。市民等の定義では、

まちづくり活動団体を含んでいる。その

場合、第 20 条第 2 項では「市民等に対し

～」となっており、まちづくり活動団体

がまちづくり活動団体に対して情報提供

することにならないか。 

ご指摘の点については、修正させてい

ただきます。 

36 第 22 条 今後、公民館のコミセン化で

名称が確定した場合は 22条の条文に名称

は入るのか。 

名称については、12 月議会で提案予定

となっており、この条例の議決後となり

ますので、確定後も現状のまま、名称が

入ることはありません。 

37 章の名称について、答申時「条例の推

進」であったものが、「条例の検証」とな

っている。なぜ変わったのか。 

  

市内部の法令審査会において、「条例」

を「推進」するという表現は相応しくな

いとの意見があり、検討委員会の中でも

検証を強く言われていたことから見直し

ています。 

38 答申から修正された第 7章の名称だが、

「推進」と「検証」では大きく違う。条

例の名称は「条例の推進」に戻してもら

いたい。そして、第 23 条の中に「推進計

画を策定し、その進捗を検証する組織を

おく」と明確にしていただきたい。 

協働のまちづくりを推進するという言

い方はあるが、条例を推進するというの

は違和感があるということから見直した

という経緯があります。 

推進が重要だというご意見がありまし

たので、改めて検討させていただきたい

と思います。 

 

 



 

39 逐条解説の最下段に「組織の詳細につ

いては、別途定め運用していく」とある

が、いつ、どのように定め、運用してい

くか示して欲しい。遅くとも条例施行時

には作成されているべき。 

組織については、総合振興計画審議会

において進めていくことが検討委員会の

中で了承されています。 

来年度は最上位計画である総合振興計

画後期基本計画を策定することとなって

おり、計画の中には協働のまちづくりに

ついての項目も章立てされており、この

中で検証に必要な数値目標なども設定す

ることとしております。 

場合によっては、ワーキングなどによ

り計画の策定等を行っていきます。 

なお、委員のメンバーについては、現

在の検討委員とほぼ構成が似ていますの

で、検討委員会のメンバーが参加できる

よう配慮していきていと考えます。 

40 まちづくりを円滑に進めるためにも、

第 23 条の検証は必要。地区まちづくり委

員会も、中期計画を作り、それに沿って

実践し、5 年経った時点で反省し、検証し

ながら、新たな 5 年計画を作っていくと

いう繰り返しになっている。なぜ行政と

して新しい協働のまちづくりを作ってい

く段階で、それができないのか疑問。必

ず検証をする機関が必要。 

41 計画の策定は必要。また、具体的に動

けるようにならないと検証ができない。

運用するための規則や要綱を早く定める

べき。 

42 推進組織は、関係計画の策定、進捗状

況の把握、検証と対応が必要となるので、

条例作成に関わった現検討委員があたる

のが最適。 

43 第 23条に条例の推進計画を策定する文

言が必要。 

44 コミセン化の検討をされ報告書が出さ

れているが、その中にコミセン化に向け

て不安なものがたくさんある。それをき

ちんと受け止めてもらうため、報告書に

コミセンの運営については全市的な組織

に於いて評価、検証する必要があり、そ

の検討組織をおくこととしている。これ

は、総合振興計画審議会をイメージして

いないと思う。 

この条例を作る際に、たたき台も含め

て生みの苦しみを感じている人が、この

条例がうまくいくかどうかを含めて責任

をもってもらい、その組織でやらないと、

年 1 回の総合振興計画審議会で出た意見

を市政に反映できるとは思えない。 



 

今からこの条例を基に、コミセン化も

含めて、浜田市民が努力する目標になる。

地域との約束事。その約束が現実的にな

り、不都合があれば見直すとなると、条

例を作った人が深く関わるべき。 

45 総合振興計画審議会で検証するといっ

た話はびっくりして聞いていた。会長も

覚えていると思うが、多数決を取って、9

対 9 だった。決まったように説明があっ

たが、本当なのか。 

検討委員会を 9 回やってきて、8 回目に

検証体制をどうするかの議論があり、条

例検討委員会の委員と総合振興計画審議

会で多数決の中で 9 対 9 でした。 

そういう状況で、第 9 回の検討委員会

の際に、どうするかを改めて議論し、総

合振興計画を来年度見直すにあたって、

章立てとなっている協働のまちづくりの

部分について、数値目標も掲げてやると

いうことを説明し、委員会の中で、総合

振興計画審議会でやってもらっていいの

ではという意見が認められ、皆さんが了

解をされたという経過です。 

46 総合振興計画審議会で扱うべきもので

はない。数値目標が簡単に現せないし、

数値だけでは現せない問題もある。早期

に対応できるかも全く別問題。 

きちんと流れるようになり、今の条例

検討委員会がもういいということになれ

ば、その段階で新たなことが考えられる

かもしれないが、少なくとも今の自治区

制度が新しいものに変わる段階で、新し

い条例を作り、色々な問題が起きること

が想定される中では、多数決で決めるも

のではないし、共通の意識として今の検

討委員会で、責任を持って計画の策定や

検証、推進をやっていただきたい。 

地域協議会の意見としてまとまるよう

であれば、検討していきたいと思います

が、他の地域協議会を含めて、構成団体

の方の納得はいただいたのではないか

と、第 9 回の時点では理解しています。 

47 第 24 条 「条例の見直し」は「推進・

検証」と一体的に考えるべきもの。現在

の条文では、第 23 条と第 24 条がそれぞ

れ分断され、独立した記述になっている

ので、第 24 条については、第 23 条の推

進・検証するための組織を踏まえた記述

にしてもらいたい。  

章立ての構成と併せて検討をします。 



 

地区まちづくり推進委員会の設立及び位置づけ 

48 地区まちづくり推進委員会の位置づけ

について、他のまちづくり活動団体と並

列的になっていて、軽んじられているよ

うに感じるので、区別してほしい。 

他のまちづくり活動団体と区別するた

め、第 2 条で定義するとともに、第 19 条

には「まちづくり活動団体」とは別に条

立てをして、規定を設けています。 

49 他の主体も一緒になってまちづくりを

進める意識に立てば、地域みんなが「ま

ちづくり推進委員会」を組織するはず。 

ご意見のとおりと受け止めています。

この条例の理念を広めながら市民参加の

意識を持っていただくことで「まちづく

り推進委員会」の設立を進めてまいりま

す。 

50 浜田自治区では、まちづくり推進委員

会の組織率が約 60％と聞いている。権利

と義務の関係性を考えると、義務を遂行

してこそ、権利を得られるもの。義務を

遂行しない浜田自治区の 4 割が、権利だ

けを主張し、それに振り回されるような

行政となっては良くない。そういったこ

とが無いようにしてほしい。 

全ての地区において、「地区まちづくり

推進委員会」が設立されるよう、一層支

援してまいります。 

令和元年度においても 3 団体、現在も

複数の地域での設立の動きがあります。 

51 浜田自治区の地区まちづくり推進委員

会は、今後、どれほど組織されるのか。 

現在、設立に向けて話が進んでいるの

は 3 団体、昨年度は 3 団体が設立してい

るという状況です。 

52 地域組織の体系化がなされていないこ

とが致命的である。地区まちづくり推進

委員会が頂点にあり、その下に事業者、

ＮＰＯ、県大の学生があるのが現実的な

話し。 

地域によって事情はあり、他の団体で

も濃密な活動をしているところもある。

その活動を阻害するのではなく、独自の

活動は継続しながら、一つの組織にまと

めることは、何の不便もなく、理念も間

違ってない。 

お互い協力しながらやりましょうとい

うことなのに、なぜ、独自になるのか不

思議だが、このままでは、一体となった

まちづくりはできない。 

地区まちづくり推進委員会の体系的な

ことで言うと、他の自治区の中では地縁

という町内会や自治会が地区まちづくり

推進委員会を設立し、それと同等の立場

で事業者やボランティアが並列となって

いる組織が既に出来上がっており、その

中でまちづくりを進めている地区もあり

ます。 

今回、様々な場面で理想を掲げて合せ

ようという努力を検討委員会でもしてき

ましたが、現状を無視して、理想だけを

掲げてやっていくと、今の皆さんに大き

な負担となります。 

そこを考えると、柔軟なスタートを切

らせてもらい、各地域の特徴を活かしな

がら、理想に向けて近づいていこうとい

うことで、この案がまとまっているので、

その点は理解いただきたいと思います。 



 

53 地区まちづくり推進委員会が全市に広

まるよう推進するため、地区まちづくり

推進委員会の設立および設立の推進に関

する章が必要です。 

地区まちづくり推進員会については第

6 章に明記しています。他とのバランスを

考慮し、推進していくという方針につい

ては逐条解説に記載しています。 

章立てについては、内部で検討させて

いただきます。 

54 第 19条で地区まちづくり推進委員会を

位置づけしていると言われているが、こ

の記載では、地区まちづくり推進委員会

が別格であるということがわからない。 

組織を一本化し、そこから一体化に繋

げるような設立から推進、検証まででき

る条例にしていただきたい。 

各地域で地区まちづくり推進委員会の

位置づけが異なっており。色々な違いが

あります。その違いを持ち寄って、検討

委員会の中で、お互いの地域のことを理

解しあいながら、この形にすり合わせま

した。ここがスタートということで、皆

さんが理解されているということです。 

ご意見としては承りたいと思います

が、執行部ということではなく、検討委

員会の議論の中でここに落ち着いている

ということですので、これも尊重しない

といけないと思っています。 

今回の提案の内容を土台として、いた

だいた意見の中で共有できる部分につい

て修正していくということは考えていく

必要があると思っています。 

55 浜田自治区に地区まちづくり推進委員

会が設立できない理由は何か。 

個人的な見解で言わせていただくと、

一つは地域ごとの困り感の問題がりま

す。困り感があり、それを解決するため

に地域の人が参画し、何かしようという

動きがあり、そこへ市の勧めている制度

が一緒になれば地区まちづくり推進委員

会を組織することになると思います。 

困り感がなく、町内会や自治会で活動

を十分しておられる所に、新しい組織を

投げかけても、なかなか進まないという

実態があると思っています。 

今後は、そういった地域でも、防災や

福祉、健康など取組むべき課題は多く、

子どもたちの教育についても、皆で関わ

って育てていくということを考えると、

地区まちづくり推進委員会を組織してい

ただく必要があると思っています。 



 

56 この条例（案）では、地区まちづくり

推進委員会ではなく、町内会や自治会で

も良いと理解され、一体的なまちづくり

には繋がらない。  

地区まちづくり推進委員会の設立を推

進していくという市の方針は変わりませ

んが、現状での地域の実情を踏まえた規

定としています。 

57 この条例は、全市に地区まちづくり推

進委員会を作るという考えに向かってい

くための条例である認識しているが、そ

れは違うのか。 

この条文だと、統一していこうという

考えはなく、それぞれがまちづくりをや

っていれば、組織団体にはこだわらない

という条例になっている。 

これから全市が一体化していくために

は、実情を認め、地区まちづくり推進委

員会を組織していくことを目指す条例を

作ってはどうか。 

地区まちづくり推進委員会を全市に広

めていこうという方針は変わっていませ

ん。ただ、地域の実態があるのも事実で

す。 

市民一人ひとりがまちづくりに関わっ

ていこうという意識を広めていくこと

が、地区まちづくり推進委員会を作って

いく中でも大事なことだと思っており、

今回の条例の制定で、一番にその部分を

確認しました。 

今の段階で、どこまで規定するかは、

検討委員会で揉まれ、ここを落とし所と

して、検討委員会で定められたので、そ

こは尊重していく必要があると思ってい

ます。 

ここをスタートとして、当初の目的ど

おり、地区まちづくり推進委員会の設立

に繋げていきたいと思っています 

58 無理を言うのではなく、浜田自治区の

方々が、細々でもやっておられたら、職

員が協力するから計画を作ってみません

かというような協力体制があれば安心感

が出るのではないか。 

地域で全てやりなさいとすると、自分

たちではできないと思われる。次世代の

若い人や市職員も含めて、みんなで一緒

にやっていく。言葉だけでなく、体制が

あればできると思う。 

地区まちづくり推進委員会ができて、

計画を 1 年以内に作っていない、あるい

は、期限が切れている計画もあるので、

そういったところにはしっかり働きかけ

をする必要があると思っています。 

今一度、職員も地域に出向いて、サポ

ートできるよう、しっかり伝えたいと思

っています。 

59 浜田自治区もできないことはない。声

かけするだけではダメだと思う。 

要綱を守りなさいとあるが、計画がな

いのに認定しているのでれば、守ってい

ないということになる。 

60 協働のまちづくりを推進するにあた

り、その中核となる「地区まちづくり推

住民の参加意識が無いと設立は進まな

いことから、この条例をもって引き続き



 

進委員会」が市全体に設置されていない

ようでは「新しいまちづくり」はスター

トできない。 

設立の推進を図りたい。 

61 浜田自治区でまちづくり推進委員会が

ないところも、まずは公民館単位の町内

会だけででも組織を立ち上げたらどうで

しょうか。徐々に肉付けをしていくこと

とし、まずは形を作ることから始めたら

良いと思います。自治区を廃止し新しい

まちづくりに賛成したのであれば、その

方針に従うべきです。 

まちづくり推進委員会の設立にあたっ

ては、組織化しやすいように、公民館単

位に関わらず、単一又は複数の町内会等

での設立も可能としています。ご提案の

ように、まずは、設立可能な地域から立

ち上げができるよう進めております。 

62 市民と行政が一体となって、元気なま

ちづくりをしていく第一歩として、同じ

目的を持った組織というのは必要にな

る。 

統一した組織があれば、まちづくりに

関連した地域間の交流も出てくる。 

統一した組織が大切だと思うので、目

的を決め、それまでに組織を作ってもら

うとうことで、努力してもらいたい。 

浜田自治区ではこれまでの取組がなか

なか進まなかったという現状はあります

が、今回の条例制定、拠点整備を踏まえ

て、設立に向けて努力していきたいと思

います。 

コミュニティセンター関係 

63 コーディネーターについて、どのよう

な形でコーディネーターを育成するの

か。 

また、それぞれの地域に対して、どの

ように支援をしていくのか。 

地域の実情に応じた支援ができるよ

う、専門的な知識やまちづくりや社会教

育の経験があり、専門的な助言ができる

人を配置し、地域のまちづくり活動の推

進に関わってもらうことを考えていま

す。 

 

 

64 このコーディネーターの位置付けはと

ても重要で、これを市職員がしないのは、

おいしいところを捨てるようなもの。 

市職員自らが地域に出て、身をもって

経験することが大切な人材育成である。 

人を配置すれば人的支援ができるとい

う考えは間違い。コーディネーターにつ

いては、社会的に偉い人というのではな

く、市職員で寄り添える人をきちんと育

てていくことが大切。 

地域の職員が、地域に出向き、一緒に

汗をかくことが、地域に貢献することだ

と思っています。 

そういった研修を含めてしっかりやっ

ていきたいと思っています。 



 

65 公民館を拠点に地区まちづくり推進委

員会をとなっているが、独自に決めた事

務職員がいるので、自分のところは違う

という地域があり、これも統一性のない

話で、こういうことからも一体的になら

ない。 

公民館を拠点とするとしたのなら、事

務は公民館でする。そういった仕事が全

くない他の自治区の主事は仕事が楽にな

る。 

かたや三隅町では、主事がその事務を

担っている。今の主事の仕事が公民館に

より均等でないという状況はどうなの

か。 

生涯学習課が担う公民館の事業は法律

で規定されており、地区まちづくり推進

委員会の事務局を持つとなると、社会教

育法に基づく公民館では難しいという判

断から、夜の部分においては、各地区ま

ちづくり推進委員会からの手当が支給さ

れたところもあります。その際、金額の

差や支給がない地域もあるということは

認識しています。 

そうしたことから、この条例を制定す

ることで、第 22 条にある、公民館に、今

までやってきた社会教育や生涯学習を推

進した上で、まちづくり活動の機能を加

えるということを、全市的な取組として

やっていくため、このような条文が規定

されたとご理解いただきたいと思いま

す。 

66 第 6 条（市の役割）にも関係しますが、

浜田自治区は、地域の歴史を含めた多様

性を考慮した公民館設置のための区域設

定の構想がありますか。  

旧市街については、周辺部と違って地

域の多様性を考えないとまとまった地域

活動はできないということなので、地域

の拠点を作るにしても、まちづくり活動

団体をつくるにしても、それをどのよう

に導いていくか、将来的に、それが成長

することで、どこに拠点が必要なのかと

いうことは、行政として考えていかなけ

ればいけない。この点については努力を

してもらいたい。 

多様性を考慮した公民館設置のための

区域設定の構想はありませんが、適正配

置については、大きな課題であると認識

しており、今後研究していきたいと思っ

ています。 

規則・要綱の見直しについて 

67 第 2 条第 1 項(5)の解説に認定要件が

「浜田市地区まちづくり推進委員会認定

要綱」に記載とある。また、第 6 章第 19

条逐条解説でも活動内容について同様の

記述となっているが、この要綱そのもの

が未熟（メリットが記されていないし、

記述の仕方に問題がある。また、義務が

「地区まちづくり推進委員会認定要

綱」については、組織化する上で必要な

事項と基本的な事業を定めたものです。 

また、この協働のまちづくり推進条例

について、施行規則は策定の予定はあり

ませんが、コミュニティセンター設置条

例やまちづくり総合交付金など関連する



 

書いてあっても履行されていない現実が

ある。）だと思う。条例の施行規則をはじ

め、関連する規則等を整理する必要があ

る。 

ものについては別途整理します。 

68 地域協議会は、自治区長がなくなり、

住民の声を反映する唯一の組織となる。 

地域協議会委員の選任について、条例

ではどの団体でも推薦されれば良いこと

になっている。まちづくり活動を熱心に

やり、どんな苦労があるかを知っている

人が、地域協議会に出ていかないと、自

治会や他の組織との接点が消えてしま

う。 

地区まちづくり推進委員会が頂点の組

織であれば、そこから推薦すれば、地域

協議会がどのように動いているかが分か

る。 

今後、地域協議会が唯一の頼りになる

組織となるため、運営規則については見

直すべき。地区まちづくり推進委員会認

定要綱、まちづくり総合交付金要綱も見

直さないとしているが、これでよいのか。 

全ての要綱を見直さないということで

はなく、まちづくり総合交付金について

は新しい基準について、見直しを進めて

いるところです。 

地域協議会については、今のご意見を

踏まえて、改めて検討したいと思います。 

69 地域ごとの危機感に高低はある。課題

にしても地域によって多少がある。ただ、

これは税金（まちづくり総合交付金）が

投入される話になる。 

多少の傾斜があるとしても、均等割部

分がかなり大きい。ここの見直しは検討

されていると思うが、困るところは本当

に困っているのに予算がつかない。予算

が有り余ってどう使おうか困っている地

域もある。 

こういう不公平感がないように、算定

基礎からもう一度徹底的に見直すという

ことをやっていただきたい。 

まちづくり総合交付金については、現

在見直しの組織を作って検討していま

す。この中で、地域の実情や状況を踏ま

えた上で、どういった傾斜配分をするこ

とが望ましいかという意見もいただいて

いるところです。しっかりと意見を聞い

て反映させていこうと思います。 

70 まちづくり総合交付金は適正に配分す

べき。 

まちづくり総合交付金のあり方につい

ては、様々なご意見をいただいておりま

す。今年度、「まちづくり総合交付金制度

改正検討委員会」において、算定方法な



 

どについて、各自治区地域協議会からの

代表者も含めて議論をいただいていると

ころです。また、まちづくり計画の策定

を要件に、「まちづくり総合交付金 課題

解決特別事業」を交付するなど、地域の

配分に考慮しています。 

71 この理念条例の中も、方向性があやふ

やな部分がある。この理念で進めますと

いうことで、地区まちづくり推進委員会

の設立を呼びかけても設立しない。 

現実的に考えて、要綱を見直さないと

ダメだと思う。それは飴とムチで、認定

を何でもすればいいということではな

い。 

こういったことをしないと認定しない

ということを明確に出さないと、危機感

は生まれない。 

要綱を見直さず、理念ばかり言われて

も動くものではない。 

まちづくり総合交付金の土台となって

いたのは、地域の清掃活動や草刈、溝掃

除等、市が支援していたものを土台とし

て、プラス、新しいまちづくりを考えた

ときのトータルの交付金ということで、

成り立っています。確かに人口や面積を

基準にしつつ、まちづくりに特に取組み、

計画もあって思いがある地域について

は、課題解決事業の中から交付金を当て

るという仕組みになっているが、地区ま

ちづくり推進委員会が設立されていない

地域へは交付金を出さないというのは、

少し乱暴な考え方ではないかと思ってい

ます。 

交付金については色んな角度を持ちな

がら見直しをしているので、ご理解いた

だきたいと思います。 

72 町内会へ交付するなということではな

く、地域課題と正面から向かっていない

所は、最低限の必要経費として、別枠の

補助金にすることを考える時期に来てい

るのではないか。 

不公平感が 10 年間続いている。課題解

決に使いなさいといっても、交付金の要

綱を見ると、課題解決の部分が活動実績

的な部分で、残りは均等割である。課題

解決というような採択されるかわからな

いような不確定なものでは計画ができな

い。 

5 カ年計画を作ったが、今の交付金制度

では、その一歩目が踏み出せないことも

ある。町内会の経費とは、別の話で、別

枠で考えればよい。本来そうあるべき。 

（意見） 



 

73 5 ヶ年計画（まちづくり計画）を策定し

て事業を実施している地区もあればそう

でない地区もある。まちづくり総合交付

金の配分は適正といえるのか。 

 

まちづくり計画の策定の有無による、

まちづくり総合交付金の適用について

は、「まちづくり総合交付金 課題解決特

別事業（最大 100 万円）」において、まち

づくり計画に基づく事業のみを対象にす

るなど、考慮しています。まちづくり総

合交付金の配分については、現在、制度

改正検討委員会で検討中です。 

 その他 

74 地域協議会としての意見をまとめる

際、三隅から 3 人出ている委員が、提案、

意見した内容で、採択されなったものに

ついて、それは何故なのかを出していた

だき、それを再度提案していくことが筋

ではないか。 

この部分について、資料として提出し

てもらうことはできないか。 

会議録があり、どのような申し入れが

あり、どのような流れでまとまったかと

いうことは整理されています。 

三隅自治区地域協議会の中で、項目立

てでもあれば、どのような議論をされた

かについて、お示しできると思っていま

す。 

75 来年の 4 月からは、市長部局の予算と

なり、どのようにやっていくのか。 

第 22 条には公民館を拠点としている

が、拠点となった地区まちづくり推進委

員会の主事の手当てなどを要綱などで示

さないと、不公平なままになる。 

コミュニティセンターに社会教育とし

ての役割に加え、まちづくりの役割を設

けるということですが、これまで公民館

では、まちづくり活動を既にされていま

す。その線引きが明確でなくなっている

ということは、社会教育に対し、まちづ

くりも裾野を広げるという考えが浸透し

てきたからだと思います。 

現在、三隅自治区は、主事が 2 名、館

長が 52 時間で 1 名という体制ですが、他

の自治区では 1 名しか主事がいないとい

う状況があり、この人件費的な手当につ

いては全体で考えていかなければいけな

いということで見直す方向で考えていま

す。 

どこまでできるかは地域によって実情

が違います。現状の手当の中で、更に仕

事を追加するということではなく、その

中でどれだけの事業ができるかは、地域

の実情を踏まえて判断していただきなが

らスタートしていくというように考えて

います。 



 

76 条文と逐条解説はペアで表明されなく

てはならない。いつのまにか逐条解説が

なくなっていくようなものであってはな

らない。 

条文と逐条のセットで説明はもちろ

ん、啓発の際は、更に簡略した概要版等

により住民周知、説明していきたいと考

えています。 

77 答申された条例（案）は、逐条解説が

無いと理解できない。当然今後も条文と

逐条解説がセットで説明され運用・実

施・検証される必要がある。 

78 浜田市立公民館のコミュニティセンタ

ー化に関する検討結果報告書の内容を尊

重してください。 

答申については、報告書の内容を踏ま

え検討いただいており、今後もその内容

を尊重し条例の見直し等行ってまいりま

す。 

79 説明するときに図を用いると、皆さん

に理解してもらえる。 

「私」がいて、「私」が属する集落がど

こにあって、それが繋がったらいいこと

がある。というように、推進するにあっ

たって、別の方法で図示し、こういう計

画をつくれば、こういう補助があるとい

うようなことがきちんと説明でき、自分

の立ち位置も説明できるものが必要。 

条例を見ただけでは、まちづくりは難

しいと。そういう作業をやっていくと、

何を定義すれば良いのかも見えてくる。 

（意見） 

80 「浜田市協働のまちづくり推進に関する条

例検討委員会条例」第 2条第 1項第 1号（ま

ちづくりのための協働のあり方に関する事項）

に関しては、どのように調査審議され、どのよ

うな形で成果報告されているのか。 

検討委員会では、条例の素案を作成す

る前段において勉強会や視察を行ってき

ました。また、「まちづくりのための協働

の在り方」についてグループワーク等に

より検討を行っています。その成果とし

て、この条例（案）が出来上がっている

ものと考えていますので、特別に、成果

報告を作ったものはありません。 

81 文末が「努めるものとする」となって

いるものについて「できなくても仕方な

い」というニュアンスを含まないように、

「～することとする」など言い切る文に

すべき。 

 

 

これからの意見を踏まえ検討します。 



 

82 コミュニティセンター設置条例の制度

設計のために、公民館を回るとの話だっ

たが、施行されてからも現場に出てもら

いたい。地域の実情を肌で感じずに、支

所からの意見を裁可できるのか。部長、

課長など責任のある立場の人が公民館へ

出向くべき。そうすれば色んな話ができ

る。この内容を、異動の際には後任にき

ちんと引き継いでもらいたい。 

職員は地域に出向いて、地域の声を聞

いて、初めてよい政策ができると思って

います。 

また、当然、異動ということはあるが、

職員がどのポジションに行っても、現場

に出ることは基本的なスタンスだと思っ

ています。 

83 検討委員会では、温度差が違う中、各

自治区の人が集まって、協議しながらで

きてきたのがこの条例（案）になる。 

色々意見を言って磨きをかけることは

大事だと思うが、まず立ち上げて、気持

ちを一つにしてやっていくことが大切。 

（意見） 

84 検討委員会のスケジュールについて、

元のスケジュールではパブコメを反映す

るタイミングで検討委員会の開催が予定

されていたが、今回は、内部の検討も終

わった後に第 10回の開催が予定されてい

る。パブコメの意見を反映するタイミン

グでの検討委員会を開催すべきではない

か。 

市として最終的に条例（案）を決定し

た際には、検討委員会へフィードバック

させる必要があると思っているので、検

討委員会の開催については、もう一度協

議させていただきます。 

85 条例案について集中しているが、自治

区制度の見直しに関する全体像の現状に

ついてというものの説明がない。 

例えば、新たなまちづくりの予算につ

いてはどうなっているのか 

市と自治区制度に関する予算について

は、中山間地域の枠として 5 年で 10 億円

でありますとか、先ほどのコミセンにか

かる人件費もありますので、条例を制定

する際には、方向性が示されるものを用

意したいと思っています 

 


